
第３回

福島市地域クラブ活動推進協議会

令和８年２月６日（金）
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第１回アンケートの一部修正
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●教職員アンケートの対象者数及び回答率に誤記あり
・対象者数 （誤）７４４人 （正）４６３人
・回答率 （誤）４０.３％  （正）６４.８％



〇第２回福島市地域クラブ活動推進協議会
・資料
・議事録

〇ふくしま市部活動地域展開通信
「子どもの時間Ｒｅ・デザイン」第１・２号の発行
・市立学校を通し、保護者に配信
・市ホームページで公開

市ホームページ等での公開状況
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福島市×福島市教委

地域クラブ活動
運営統括サポートセンター

地域指導者
（教職員含）

登録申請

見守りｻﾎﾟｰﾀｰ
（教職員含）

各種競技・文化団体
市スポーツ協会

スクールサポート企業
関係各課

福島市スポーツ振興公社
福島市振興公社
市内学習センター

民間事業者
等…

連 携

週末合同練習会等の
開催

体験型イベント企画

水 金

部活動(学校教育の一環)

地域クラブ
(社会教育)

民間クラブ

その他クラブ

趣味や学習
【学校部活動のRe･デザイン】

・活動目的や内容、時間、日数等の検討
・生徒の自主的・自発的な参加による部
活動の推進

市認定

地域クラブ活動

〇学校施設の優先的利用
〇指導者・見守りｻﾎﾟｰﾀｰ紹介
〇ポータルサイトへの掲載
〇指導者向け研修の実施
〇サポート企業等の紹介 等

申
請

活
動
支
援（新規立上げ）

地域クラブ活動

★国の認定要件を満たしたクラブ

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
運
営

市認定地域クラブ紹介

部活動指導員の拡充

地域全体での持続可能な多世代スポーツ・文化芸術活動環境の構築

ふくしま型地域クラブ活動～子どもの時間Re･デザイン～

※教職員：兼職兼業

※土日について、学校部活動でなければ参加
できない大会の場合は、校長の許可のもと学
校部活動として大会参加

学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

休日の過ごし方を
自由に選択できる
ようにする

情報収集 STEP.1

STEP.2 休日に加え、平日放課後の過ごし方
も自由に選択できるようにする。

月 火 木 土 日

学校

連携

学校部活動では体験でき
ない活動を！

地域展開コーディネーター

～子どもの時間 R e ･デザイン～
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研修案内・登録

情報の一元化



部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する
総合的なガイドライン（令和7年12月 文部科学省）
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部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する
総合的なガイドライン（令和7年12月 文部科学省）
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部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する
総合的なガイドライン（令和7年12月 文部科学省）
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部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月)
別紙１「地域クラブ活動に関する認定制度における『2.認定要件』の具体的な確認事項」
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出典：部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン 令和7年12月 文部科学省
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出典：部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン 令和7年12月 文部科学省



地域クラブ活動の認定手続き

地域
クラブ
活動

申 請

・誓約書兼申請書（※１）
・認定要件確認書（※１）
・規約又は会則等（※２）
・活動計画書 等

地域クラブ活動運営統括サポートセンター

審査

・申請内容確認
・（必要に応じて）ヒアリングや現地確認

・認定期間は最長３年間
・「福島市認定地域クラブ活
動」としてポータルサイト
に掲載

地域展開コーディネーター
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指導者

指導者登録

・登録申請書（※１）
・誓約書（※１）

認 定

審査

①研修受講案内 → ②受講確認 → ③登録(最長４年間)

※１文科省作成のひな形あり
※２会則等のひな形はサポートセンターで作成予定



地域クラブ活動に関する認定制度における「経過措置」について
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出典：部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン 令和7年12月 文部科学省

（５）経過措置
○ 部活動の地域展開に新たに取り組む市区町村等のほか、独自に地域クラブ活動の認定や指定等の仕組みを整備・
運用している市区町村等においても、本ガイドラインに示す認定要件及び認定手続等に沿った地域クラブ活動の認

定制度の導入や準備等に当たり、特に、２ ．「 認定要件」の④「適切な指導の実施体制が確保されて
いること」及び⑥「適切な運営体制が確保されていること」などについては、地域クラブ
活動が所定の要件を満たすのに一定の期間を要すると考えられることから、市区町村等が、
当該地域クラブ活動の実施主体等に対して適切な指導助言等を行うことにより、原則とし
て、令和８年度末まで※１に限り、当該地域クラブ活動は、認定を受けたものとみなすこ
とも可能とする。 

※１ 例えば、部活動の地域展開に新たに取り組む市区町村等において課題の検証等のために試行的に実施する場合な
 ど、特別な事情がある場合は、改革実行期間の前期が終了する令和10年度末まで、認定を受けたものとみなすこ
とも可能とする。

④及び⑥の要件

→ １つの地域クラブに対し、
複数の指導人材、役員等が
必要となる

福島市として、令和１０年度２学期
からの地域クラブ活動完全実施に向
けた施行的実施として、令和１０年
度末まで経過措置としてのみなし認
定を行う。



認定地域クラブ活動と一般地域クラブ活動

スポーツ少年団

クラブチーム

保護者会

民間事業者

競技団体

文化団体

大学

【実施主体例】

認定地域クラブ活動 一般地域クラブ活動

〇ポータルサイトへの
クラブ情報掲載

〇学校施設の優先的利
用

〇サポート企業紹介
（サポート企業がある場合）

〇教員の兼職兼業の積極
的許可

〇中体連大会における
「自治体承認」 等

〇ポータルサイトへの
クラブ情報掲載

〇教員の兼職兼業の許
可

その他

認定要件クリア（みなし認定含む）
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地域クラブ活動指導者に求められる資質・能力例及び研修メニュー例

出典：部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン 令和7年12月 文部科学省

① 過去５年以内に中学校での勤務実績があり、かつ当該種目等の部活動指導経験が１年以上ある方・・全項目免除
② ①以外の方で、当該種目等の公認指導者資格保有者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一部項目免除

研修の免除（案）

パッケージ化されたオンデマンド研修等により、いつでも研修ができるような環境整備



令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

改革推進期間（3年目） 改革実行期間（前期）

推進計画策定・公表

運営統括サポート
センター設置準備

認定地域クラブ活動・地域指導者 募集

準備が整った地域クラブから活動開始

２学期以降

地域クラブ活
動完全実施

ポータル
サイト運
用開始

競技団体・文化団体主催の週末合同練習会等

今後のスケジュール（案）

第１土・日
部活動休養日
※大会参加を除く

第１土・日及び第３土・日
部活動休養日
※大会参加を除く

R8.2学期～ R9.2学期～

土・日いずれかは休養日 活動時間３時間程度以内

休日学校部活
動終了(学校部活

動でなければ参加で
きない大会の場合を
除く)

土日・祝日の学校部活動 R10.2学期～

大会日程等の関係で、第１・３土・日に部活動休養日を設定できない場合は、別
週の土日に繰り替えることとし、確実に１月の中で休養日（令和８年度２学期以降月１

回、令和９年度２学期以降月２回）を設定する。
18



19

令和８年度２学期以降の部活動休養日（基本設定日 案）
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今後の主な取組内容

○「福島市部活動地域展開・地域クラブ活動推進計画」の公表
・福島市ホームページへの掲載
・部活動地域展開通信「子どもの時間Ｒｅ･デザイン」による情報発信

○ 認定地域クラブ活動の認定に関する要綱 制定

○ 教員の兼職兼業の許可に関する要綱 制定

○ 福島市地域クラブ活動運営統括サポートセンター・ポータルサ
イトの立ち上げ
・Googleサイトとして立ち上げ予定
・サポートセンターとしての機能を含め、地域クラブに関する情報をポータル
サイトに集約。

・地域展開コーディネーターがサポートセンター業務を担う。

○ 認定地域クラブ及び地域指導者・見守りサポーターの募集
・福島市ホームページ、市政だより、市公式SNS等
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